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第１ 審査会の結論第１ 審査会の結論第１ 審査会の結論第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要第２ 諮問事案の概要第２ 諮問事案の概要第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求１ 公文書公開請求１ 公文書公開請求１ 公文書公開請求

平成２０年１２月１６日，異議申立人は，徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県

条例第１号。以下「条例」という ）第６条第１項の規定に基づき，徳島県知事（以。

下「実施機関」という ）に対し 「Ｈ２０．１２．８日から現在まで出島アドプト事。 ，

業に係る南部総合県民局（阿南）維持管理からにぎわい創り課に提出した書類（報告

書．復命書含む （にぎわい創り課 （電磁的記録 」の公文書公開請求（以下「本件） ） ）

請求」という ）を行った。。

２ 実施機関の決定２ 実施機関の決定２ 実施機関の決定２ 実施機関の決定

平成２０年１２月２６日，実施機関は，本件請求に係る対象公文書を，南部総合県

民局県土整備部（阿南）維持管理担当（以下「南部阿南」という ）から電子メール。

により送信された「業務報告書」と特定した上で，当該電磁的記録が条例第２条第２

項に定める公文書から除外されることから本件請求が条例の規定の適用を受けない電

磁的記録の公開請求にあたることを理由に，公文書公開請求拒否決定処分（以下「本

件処分」という ）を行い，異議申立人に通知した。。

３ 異議申立て３ 異議申立て３ 異議申立て３ 異議申立て

平成２１年１月５日，異議申立人は，本件処分を不服として，行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき，実施機関に対して異議申立てを行

った。

４ 諮問４ 諮問４ 諮問４ 諮問

平成２１年１月１５日，実施機関は，徳島県情報公開審査会（以下「当審査会」と

。） ， （ 「 」 。） 。いう に対して 当該異議申立てにつき諮問 以下 本件事案 という を行った

第３ 異議申立人の主張要旨第３ 異議申立人の主張要旨第３ 異議申立人の主張要旨第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨１ 異議申立ての趣旨１ 異議申立ての趣旨１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は，本件処分はあきらかに違法であり速やかな開示を求める，と

いうものである。

２ 異議申立ての理由２ 異議申立ての理由２ 異議申立ての理由２ 異議申立ての理由

異議申立人から提出された異議申立書及び意見書並びに当審査会での口頭意見陳述



における異議申立人の主張を要約すると，異議申立ての理由は，概ね次のとおりであ

る。

(1) 実施機関は，南部阿南からにぎわいづくり課に送って来た書類が無いといってい

るが，南部阿南から，この度，電磁的記録内容も公開決定を受けている。また，人

身事故に対する緊急事故報告書であり，後日書類で報告されたものである。県の情

報隠し決定はおかしい。

(2) 実施機関は，対象公文書を，平成２０年１２月８日に南部総合県民局からにぎわ

いづくり課に電子メールにより送信された「業務報告書」と特定している。にぎわ

いづくり課においては紙になっていると説明するが，同じ知事部局でありながら対

応が違うのはおかしい。

業務における電子メールのやりとりであるが，苦情や事故報告が適正に伝わって

いるかを知るための手段であり，電磁的記録情報と言えども情報公開の対象と思え

る。情報隠しは到底許されるものではない。

第４ 実施機関の説明要旨第４ 実施機関の説明要旨第４ 実施機関の説明要旨第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された理由説明書を要約すると，本件処分の理由については次の

とおりである。

異議申立人が請求している電磁的記録は，平成２０年１２月８日に南部阿南が作成

し 同日 にぎわいづくり課へメールにより送信された同日付け業務報告書 以下 本， ， （ 「

件電磁的記録」という ）を指している。。

しかし，にぎわいづくり課においては，本件電磁的記録を紙に印字したもの（以下

「本件文書」という ）を課内回覧した上で保存している。。

このため，本件電磁的記録は本件文書の作成の補助に用いるため一時的に作成した

ものであり，条例第２条第２項に定める公文書から除外されているものである。

以上により，本件請求が条例の規定の適用を受けない電磁的記録の公開請求にあた

るため，公開請求を拒否したものである。

第５ 審査会の判断第５ 審査会の判断第５ 審査会の判断第５ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方について１ 基本的な考え方について１ 基本的な考え方について１ 基本的な考え方について

本件請求は，本件電磁的記録の公開を求めるものである。

実施機関は，条例第２条第２項ただし書き第３号の規定により，本件電磁的記録は

条例上の「公文書」に該当しないことから，条例第７条第第３号の規定に基づき，本

件請求を拒否したものである。

当審査会は，実施機関の本件処分が，条例に照らし妥当なものと認められるか検証



する。

２ 認定した事実について２ 認定した事実について２ 認定した事実について２ 認定した事実について

本件事案にかかる事実について，当審査会は，次のとおり認定した。

(1) 平成２０年１２月８日，南部阿南は，出島でのアドプト事業に関する苦情及び事

故報告を受け，同日，その内容をまとめた本件電磁的記録を作成した。

(2) 同日，南部の担当職員は，本件電磁的記録を電子メールに添付して，にぎわいづ

くり課の担当職員宛に送信した。

また，同日，南部阿南の担当職員は，本件電磁的記録と同内容で様式・体裁が異

なる「業務報告書 （以下「別件文書」という ）を作成し，所属内で回覧した後に」 。

保存した。

(3) にぎわいづくり課の担当職員は，上記南部阿南からの電子メールを受信し，本件

電磁的記録を紙に印字して本件文書を作成し，所属内で回覧した後に保存した。

， ， 。(4) 本件文書及び別件文書は いずれも紙媒体の公文書であり 電磁的記録ではない

(5) 平成２０年１２月１２日，異議申立人は，実施機関に対し，本件文書及び別件文

書について，同月１６日には再度本件文書について，公文書公開請求を行った。

これに対し，同月２５日及び２６日，実施機関は，本件文書及び別件文書を対象

公文書と特定し，個人の氏名等を非公開とする部分公開決定処分を行い，異議申立

人に通知した。

(6) 本件請求及び本件処分については，上記第２のとおりである。

３ 本件処分の妥当性について３ 本件処分の妥当性について３ 本件処分の妥当性について３ 本件処分の妥当性について

(1) 条例第２条第２項ただし書き第３号及び徳島県情報公開条例施行規則第３条第１

号の規定により，文書の作成の補助に用いるため一時的に作成した，文書として作

成されている電磁的記録（以下「一時的作成電磁的記録」という ）については，。

条例上の対象公文書から除外されることとなっている。

そして，上記２(1)ないし(3)に示す事実に鑑みれば，本件電磁的記録は，本件文

書及び別件文書の作成の補助に用いるための一時的作成電磁的記録にあたるものと

認められる。

(2) また，実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書，図画及び写真並びに電磁

的記録が条例上の「公文書」といえるには，組織的に用いるものとして実施機関に

おいて保有されているもの（以下「組織共用文書」という ）でなければならない。



（条例第２条第２項本文 。）

この点，上記２(2)及び(3)に示すとおり，本件文書及び別件文書については，所

， 。属内で回覧し保存するなどしていることから 組織共用文書にあたると認められる

しかし，本件電磁的記録については，電磁的記録の状態のままで，実施機関にお

いて組織的に用いられた事実はない。確かに，南部阿南は，電子メールにより本件

電磁的記録を送信しているが，それは報告の手段として電子メールを用いたにすぎ

ず，実際，上記２(3)のとおり，にぎわいづくり課は，本件電磁的記録そのもので

はなく，本件電磁的記録を紙に印字した本件文書を組織共用文書として取り扱って

いるものである。

したがって，南部阿南が電子メールにより本件電磁的記録を送信したという一事

をもって，本件電磁的記録が組織供用文書としての実態を備えたものと認めること

はできない。

(3) なお，異議申立人は 「南部阿南が本件電磁的記録を公開決定した」旨主張する，

が，上記２(5)のとおり，本件請求より以前に，異議申立人が本件電磁的記録の公

開を求める公文書公開請求を行った事実はなく，また，南部阿南が本件電磁的記録

を公開した事実もない。

よって，当該主張は異議申立人の事実誤認に基づくものであり，採用出来ない。

(4) 以上により，本件電磁的記録は，条例上の対象公文書から除外されるものである

ことから，本件請求が条例の規定の適用を受けない電磁的記録の公開請求にあたる

ことを理由に本件処分を行った実施機関の判断は，妥当なものと認められる。

４ 結論４ 結論４ 結論４ 結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過第６ 審査会の処理経過第６ 審査会の処理経過第６ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

平成２１年 １月１５日 諮問

２月１６日 実施機関からの理由説明書を受理

２月２３日 異議申立人からの意見書を受理



８月２５日 審議（第６９回審査会）

９月１７日 異議申立人からの口頭意見陳述，審議

（第７０回審査会）

１１月１２日 審議（第７２回審査会）


